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１【有価証券届出書の訂正届出書の提出理由】

本日、半期報告書を提出いたしましたので、平成24年３月16日付をもって提出した有価証券届出書（以下

「原届出書」といいます。）の関係情報を新たな情報により訂正するため、また、「第二部　ファンド情報」

及び「第三部　委託会社等の情報」に訂正事項がありますのでこれを訂正するため、本訂正届出書を提出す

るものです。

２【訂正の内容】

第二部【ファンド情報】

第１【ファンドの状況】

１　ファンドの性格

原届出書の「第二部　ファンド情報」「第１　ファンドの状況」「１　ファンドの性格」につきましては、

該当情報を以下の内容に訂正します。

（注）下線部　　　　は訂正部分を示します。

（１）ファンドの目的及び基本的性格

＜訂正前＞

（前略）

③　基本的性格

当ファンドは、委託会社である三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社が投資家のために、

利殖の目的をもって設定する証券投資信託で、三井住友信託銀行株式会社（※）がその受託会社となるこ

とを引受けたものです。

当ファンドは、委託者が受託者に投資信託財産の運用を指図する委託者指図型の追加型証券投資信託

で、その商品分類及び属性区分は以下のとおりです。

※当ファンドの受託会社である中央三井アセット信託銀行株式会社は、平成24年４月１日に中央三井信託

銀行株式会社及び住友信託銀行株式会社と合併し、権利義務の一切を住友信託銀行株式会社に承継して

解散します。住友信託銀行株式会社は同日付にて三井住友信託銀行株式会社に商号変更します。

（後略）

＜訂正後＞

（前略）

③　基本的性格

当ファンドは、委託会社である三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社が投資家のために、

利殖の目的をもって設定する証券投資信託で、三井住友信託銀行株式会社がその受託会社となることを引

受けたものです。

当ファンドは、委託者が受託者に投資信託財産の運用を指図する委託者指図型の追加型証券投資信託

で、その商品分類及び属性区分は以下のとおりです。

（後略）

（２）ファンドの沿革

＜訂正前＞

平成19年10月19日　信託契約締結、当ファンドの設定、当ファンドの運用開始

平成24年４月１日　当ファンドの委託会社としての業務を中央三井アセットマネジメント株式会社から三

井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社に承継（予定）
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当ファンドの名称を中央三井日本債券インデックスファンド（ＳＭＡ専用）から日

本債券インデックスファンド（ＳＭＡ専用）に変更（予定）

当ファンドの主要投資対象である中央三井日本債券マザーファンドの名称を日本債

券マザーファンドに変更（予定）

＜訂正後＞

平成19年10月19日　信託契約締結、当ファンドの設定、当ファンドの運用開始

平成24年４月１日　当ファンドの委託会社としての業務を中央三井アセットマネジメント株式会社から三

井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社に承継

当ファンドの名称を中央三井日本債券インデックスファンド（ＳＭＡ専用）から日

本債券インデックスファンド（ＳＭＡ専用）に変更

当ファンドの主要投資対象である中央三井日本債券マザーファンドの名称を日本債

券マザーファンドに変更

（３）ファンドの仕組み

＜訂正前＞

（前略）

③　委託会社の概況

Ａ．資本金の額：３億円（平成24年４月１日現在（予定））

Ｂ．委託会社の沿革

（中略）

平成24年４月１日：中央三井アセットマネジメント株式会社と合併し、三井住友トラスト・アセットマ

ネジメント株式会社に商号変更（予定）

Ｃ．大株主の状況（平成24年４月１日現在（予定））

（後略）

＜訂正後＞

（前略）

③　委託会社の概況

Ａ．資本金の額：３億円（平成24年４月27日現在）

Ｂ．委託会社の沿革

（中略）

平成24年４月１日：中央三井アセットマネジメント株式会社と合併し、三井住友トラスト・アセットマ

ネジメント株式会社に商号変更

Ｃ．大株主の状況（平成24年４月27日現在）

（後略）
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２　投資方針

原届出書の「第二部　ファンド情報」「第１　ファンドの状況」「２　投資方針」につきましては、該当情

報を以下の内容に訂正します。

（注）下線部　　　　は訂正部分を示します。

（３）運用体制

＜訂正前＞

ファンドの運用体制は以下の通りです。記載された体制、委員会等の名称、人員等は、平成24年４月１日

現在（予定）のものであり、今後変更されることがあります。

（後略）

＜訂正後＞

ファンドの運用体制は以下の通りです。記載された体制、委員会等の名称、人員等は、本書提出日現在の

ものであり、今後変更されることがあります。

（後略）
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４　手数料等及び税金

原届出書の「第二部　ファンド情報」「第１　ファンドの状況」「４　手数料等及び税金」につきまして

は、該当情報を以下の内容に訂正します。

（注）下線部　　　　は訂正部分を示します。

（５）課税上の取扱い

＜訂正前＞

（前略）

⑤　法人の受益者に対する課税

（中略）

上記は、平成24年１月31日現在のものですので、税法が改正された場合などは、

上記の内容が変更になることがあります。

＜訂正後＞

（前略）

⑤　法人の受益者に対する課税

（中略）

上記は、平成24年４月27日現在のものですので、税法が改正された場合などは、

上記の内容が変更になることがあります。
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５　運用状況

原届出書の「第二部　ファンド情報」「第１　ファンドの状況」「５　運用状況」につきましては、以下の

内容に更新・訂正します。

＜更新・訂正後＞

以下の記載事項は、平成24年４月27日現在の状況について記載してあります。

（１）投資状況

資産の種類 国／地域 時価合計（円） 投資比率（％）

親投資信託

受益証券

日本債券マザーファンド 日本 6,763,517,843100.03

親投資信託受益証券合計 6,763,517,843100.03

その他の資産（負債控除後） △2,344,885△0.03

合計（純資産総額） 6,761,172,958100.00

（注）投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

＜参考＞

　当ファンドが主要投資対象としている親投資信託の状況は次のとおりです。

（日本債券マザーファンド）

資産の種類 国／地域 時価合計（円） 投資比率（％）

公社債 日本 362,286,167,20898.63

コール・ローン、その他の資産（負債控除後） 5,043,820,331 1.37

合計（純資産総額） 367,329,987,539100.00

（注）投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

（２）投資資産

①　投資有価証券の主要銘柄

種類 銘柄 口数
簿価（円） 評価額（円） 投資

比率

（％）単価 金額 単価 金額

親投資信託

受益証券

日本債券マザー

ファンド
5,594,770,3231.19496,685,240,8701.20896,763,517,843100.03

（注）投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。

②　投資不動産物件

該当事項はありません。

③　その他投資資産の主要なもの

該当事項はありません。

＜参考＞

当ファンドが主要投資対象としている親投資信託の状況

（日本債券マザーファンド）

　①　投資有価証券の主要銘柄

　　Ａ．主要銘柄の明細
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順

位
銘柄名

利率

（％）
償還日

額面金額

（円）

簿価（円） 評価額（円） 投資

比率

（％）単価 金額 単価 金額

１ 利付国庫債券（５年）第８７回 0.52014/12/205,000,000,000100.915,045,726,000101.015,050,550,0001.37

２ 利付国庫債券（１０年）第２８５回 1.72017/3/203,400,000,000106.763,630,146,000107.013,638,646,0000.99

３ 利付国庫債券（５年）第８８回 0.52015/3/203,500,000,000100.913,531,927,000101.073,537,660,0000.96

４ 利付国庫債券（２年）第３１３回 0.12014/2/153,500,000,00099.983,499,580,00099.993,499,685,0000.95

５ 利付国庫債券（１０年）第３１２回 1.22020/12/203,200,000,000102.853,291,200,000103.943,326,208,0000.91

６ 利付国庫債券（１０年）第２８８回 1.72017/9/203,000,000,000107.093,212,790,000107.443,223,470,0000.88

７ 利付国庫債券（１０年）第２８４回 1.72016/12/202,950,000,000106.553,143,284,000106.743,148,889,0000.86

８ 利付国庫債券（１０年）第３０５回 1.32019/12/202,900,000,000104.493,030,312,000105.383,056,020,0000.83

９ 利付国庫債券（１０年）第３２１回 1.02022/3/203,000,000,000100.453,013,798,000101.043,031,350,0000.83

10利付国庫債券（１０年）第２８９回 1.52017/12/202,800,000,000106.132,971,799,000106.532,982,896,0000.81

11利付国庫債券（５年）第１０３回 0.32017/3/202,900,000,000100.032,900,996,000100.212,906,264,0000.79

12利付国庫債券（１０年）第３１３回 1.32021/3/202,700,000,000103.462,793,420,000104.622,824,821,0000.77

13利付国庫債券（５年）第１００回 0.32016/9/202,800,000,00099.922,797,760,000100.342,809,716,0000.76

14利付国庫債券（１０年）第３１５回 1.22021/6/202,600,000,000102.332,660,658,000103.582,693,106,0000.73

15利付国庫債券（２年）第３０９回 0.12013/10/152,600,000,00099.962,598,960,00099.992,599,792,0000.71

16利付国庫債券（１０年）第３１７回 1.12021/9/202,500,000,000101.282,532,022,000102.482,562,100,0000.70

17利付国庫債券（１０年）第３１８回 1.02021/9/202,500,000,000100.262,506,500,000101.562,539,200,0000.69

18利付国庫債券（５年）第８９回 0.42015/6/202,400,000,000100.532,412,936,000100.822,419,848,0000.66

19利付国庫債券（５年）第９９回 0.42016/9/202,400,000,000100.292,407,128,000100.802,419,272,0000.66

20利付国庫債券（５年）第９２回 0.32015/9/202,400,000,000100.182,404,392,000100.502,412,120,0000.66

21利付国庫債券（２年）第３０７回 0.22013/8/152,400,000,000100.122,402,952,000100.122,402,928,0000.65

22利付国庫債券（５年）第９６回 0.52016/3/202,200,000,000100.812,217,820,000101.232,227,126,0000.61

23利付国庫債券（５年）第１０２回 0.32016/12/202,200,000,00099.922,198,442,000100.292,206,556,0000.60

24利付国庫債券（２年）第３１４回 0.12014/3/152,200,000,00099.972,199,470,00099.992,199,780,0000.60

25利付国庫債券（５年）第８２回 0.92014/3/202,100,000,000101.632,134,356,000101.492,131,353,0000.58

26利付国庫債券（５年）第８５回 0.72014/9/202,100,000,000101.392,129,337,000101.392,129,232,0000.58

27利付国庫債券（５年）第８６回 0.62014/9/202,100,000,000101.132,123,734,000101.152,124,234,0000.58

28利付国庫債券（１０年）第３１１回 0.82020/9/202,100,000,00099.762,095,159,000100.912,119,152,0000.58

29利付国庫債券（５年）第８３回 0.92014/6/202,000,000,000101.792,035,820,000101.682,033,640,0000.55

30利付国庫債券（５年）第９４回 0.62015/12/202,000,000,000101.232,024,680,000101.572,031,440,0000.55

合計 80,450,000,00081,947,104,00082,287,054,00022.40

（注１）投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。

（注２）国／地域は全て日本、種類は全て国債証券です。

Ｂ．種類別の投資比率

種類 投資比率（％）

国債証券 75.72

地方債証券 6.48

特殊債券 9.64

社債券 6.79

合計 98.63
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（注）投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該種類の評価金額の比率をいいます。

　②　投資不動産物件

　　　該当事項はありません。

　③　その他投資資産の主要なもの

銘柄名 国／地域
数量

（枚）

簿価

（円）

時価

（円）

投資比率

（％）

債券先物取引

　買建

　　長期国債先物

日本 15 2,143,412,0502,146,800,0000.58

（注１）投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

（注２）債券先物取引の時価については、金融商品取引所等の発表する計算日の清算値段で評価しておりま

す。

（３）運用実績

①　純資産の推移

純資産総額（円）
１万口当たりの

基準価額（円）

第１期計算期間（平成20年９月24日現在） 817,624,539 10,161

第２期計算期間（平成21年９月24日現在） 2,755,935,91610,446

第３期計算期間（平成22年９月24日現在） 4,667,647,16110,775

第４期計算期間（平成23年９月26日現在） 5,397,590,14010,863

平成23年４月末日 5,067,124,01910,660

平成23年５月末日 5,171,548,64710,701

平成23年６月末日 5,308,786,17910,730

平成23年７月末日 5,387,899,29610,766

平成23年８月末日 5,572,044,53710,795

平成23年９月末日 5,393,573,49210,832

平成23年10月末日 5,429,954,78910,809

平成23年11月末日 5,391,351,46710,804

平成23年12月末日 5,555,886,51210,867

平成24年１月末日 5,814,127,45610,883

平成24年２月末日 5,864,258,74710,892

平成24年３月末日 6,113,271,84510,893

平成24年４月末日 6,761,172,95810,947

（注）決算日における基準価額は、分配付、分配落とも同一です。

②　分配の推移

１万口当たりの収益分配金

第１期計算期間 0 円

第２期計算期間 0 円

第３期計算期間 0 円

第４期計算期間 0 円

③　収益率の推移

収益率
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第１期計算期間 1.6 ％

第２期計算期間 2.8 ％

第３期計算期間 3.1 ％

第４期計算期間 0.8 ％

第５期中間計算期間（自　平成23年９月27日　至　平成24年３月26日） 0.1 ％

（注）収益率とは、計算期間末の基準価額（分配付の額）から当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額

（分配落ちの額。以下「前期末基準価額」といいます。）を控除した額を前期末基準価額で除して得た数

に100を乗じて得た数とします。なお、第１期計算期間については、前期末基準価額の代わりに当初設定時

の発行価額（１万口当たり10,000円）を使用しております。

（４）設定及び解約の実績

設定口数 解約口数 発行済み口数

第１期計算期間 813,601,823 8,898,105 804,703,718

第２期計算期間 2,260,187,494426,568,8852,638,322,327

第３期計算期間 3,318,834,2061,625,170,2074,331,986,326

第４期計算期間 2,464,511,7921,827,600,7854,968,897,333

第５期中間計算期間

（自　平成23年９月27日

　至　平成24年３月26日）

1,325,405,927769,574,2905,524,728,970

（注１）設定及び解約の実績は、全て本邦内における実績です。

（注２）第１期計算期間の設定口数には、当初自己設定の設定口数を含みます。

（参考情報）交付目論見書に記載するファンドの運用実績
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第３【ファンドの経理状況】

１　財務諸表

原届出書の「第二部　ファンド情報」「第３　ファンドの経理状況」「１　財務諸表」につきましては、以

下の中間財務諸表を追加します。

＜更新・訂正後＞

（１）当ファンドの中間財務諸表は、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則（昭和52年大

蔵省令第38号）」並びに同規則第38条の３及び第57条の２の規定により、「投資信託財産の計算に関する

規則（平成12年総理府令第133号）」に基づいて作成しております。

なお、中間財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。

（２）当ファンドは、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、第５期中間計算期間（平成23年９月

27日から平成24年３月26日まで）の中間財務諸表について、有限責任監査法人トーマツによる中間監査を

受けております。

（３）当ファンドは、平成24年４月１日付にてファンドの名称を「中央三井日本債券インデックスファンド

（ＳＭＡ専用）」から「日本債券インデックスファンド（ＳＭＡ専用）」に変更しました。また、当ファ

ンドの主要投資対象である「中央三井日本債券マザーファンド」については、平成24年４月１日付にて

「日本債券マザーファンド」に名称を変更しました。以下では、変更前の名称で表示しています。

次へ
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中央三井日本債券インデックスファンド（ＳＭＡ専用）　中間財務諸表
（１）中間貸借対照表

(単位：円)

第５期中間計算期間
(平成24年３月26日現在)

資産の部

流動資産

親投資信託受益証券 6,022,108,042

未収入金 42,797,804

流動資産合計 6,064,905,846

資産合計 6,064,905,846

負債の部

流動負債

未払解約金 42,797,804

未払受託者報酬 1,464,376

未払委託者報酬 9,957,726

その他未払費用 146,376

流動負債合計 54,366,282

負債合計 54,366,282

純資産の部

元本等

元本 5,524,728,970

剰余金

中間剰余金又は中間欠損金（△） 485,810,594

純資産合計 6,010,539,564

負債純資産合計 6,064,905,846
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（２）中間損益及び剰余金計算書
(単位：円)

第５期中間計算期間
(自 平成23年９月27日
　至 平成24年３月26日)

営業収益

有価証券売買等損益 19,499,250

営業収益合計 19,499,250

営業費用

受託者報酬 1,464,376

委託者報酬 9,957,726

その他費用 146,376

営業費用合計 11,568,478

営業利益又は営業損失（△） 7,930,772

経常利益又は経常損失（△） 7,930,772

中間純利益又は中間純損失（△） 7,930,772

一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解
約に伴う中間純損失金額の分配額（△）

△80,820

期首剰余金又は期首欠損金（△） 428,692,807

剰余金増加額又は欠損金減少額 114,837,794

中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減
少額

114,837,794

剰余金減少額又は欠損金増加額 65,731,599

中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増
加額

65,731,599

中間剰余金又は中間欠損金（△） 485,810,594
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（３）中間注記表

（重要な会計方針に係る事項に関する注記）

１．有価証券の評価基準及び評価方法 親投資信託受益証券

　移動平均法に基づき、基準価額で評価しております。

２．その他 ファンドの計算期間

第５期中間計算期間（自　平成23年９月27日　至　平成24年３

月26日）

　当ファンドの計算期間は、原則として、毎年９月25日から翌

年９月24日までとなっておりますが、前計算期間末日が休業

日のため、第５期中間計算期間は平成23年９月27日から平成

24年３月26日までとなっております。

（追加情報）

　当該中間計算期間の期首以後に行われる会計上の変更及び過去の誤謬の訂正より、「会計上の変更及

び誤謬の訂正に関する会計基準（企業会計基準第24号　平成21年12月４日）」及び「会計上の変更及

び誤謬の訂正に関する会計基準の適用指針（企業会計基準適用指針第24号　平成21年12月４日）」を

適用しております。

（中間貸借対照表に関する注記）

第５期中間計算期間

（平成24年３月26日現在）

１．当該中間計算期間の末日に

おける受益権総数

5,524,728,970 口

２．１口当たり純資産額

（１万口当たり純資産額）

1.0879 円

（ 10,879 円）

（中間損益及び剰余金計算書に関する注記）

第５期中間計算期間

自　平成23年９月27日

至　平成24年３月26日

剰余金増加額・減少額又は欠損

金減少額・増加額

「中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額」及び「中

間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額」は、それぞれ剰

余金減少額と増加額との純額を表示しております。

（金融商品に関する注記）

金融商品の時価等に関する事項

第５期中間計算期間

（平成24年３月26日現在）

１．中間貸借対照表計上額、時価

及び差額

　中間貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているた

め、中間貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
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２．時価の算定方法 （１）親投資信託受益証券

　「（重要な会計方針に係る事項に関する注記）」に記載しており

ます。

（２）コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務

　短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることか

ら、当該帳簿価額によっております。

３．金融商品の時価等に関する

事項の補足説明

　金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がな

い場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額

の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前

提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

（関連当事者との取引に関する注記）

該当事項はありません。

（重要な後発事象に関する注記）

該当事項はありません。

（その他の注記）

１．本書における開示対象ファンドの当該中間計算期間における元本額の変動

第５期中間計算期間

自　平成23年９月27日

至　平成24年３月26日

期首元本額 4,968,897,333 円

期中追加設定元本額 1,325,405,927 円

期中一部解約元本額 769,574,290 円

２．有価証券関係

該当事項はありません。

３．デリバティブ取引関係

当ファンドは、デリバティブ取引を行っていないため、該当事項はありません。

次へ

EDINET提出書類

三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)

訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）

15/27



＜参考＞

　「中央三井日本債券インデックスファンド（ＳＭＡ専用）」は、「中央三井日本債券マザーファンド」の

受益証券を主要投資対象としており、中間貸借対照表の資産の部に計上されている「親投資信託受益証券」

は、全て同マザーファンドの受益証券であります。

　同マザーファンドの平成24年３月26日現在（以下、「計算日」といいます。）の状況は次のとおりでありま

す。

　なお、以下は参考情報であり、監査意見の対象外であります。

「中央三井日本債券マザーファンド」の状況

（１）貸借対照表

項目
平成24年３月26日現在

金額（円）

資産の部

　流動資産

　　コール・ローン 2,666,327,353

　　国債証券 274,139,094,600

　　地方債証券 23,767,505,151

　　特殊債券 35,022,096,616

　　社債券 25,159,530,000

　　派生商品評価勘定 1,766,770

　　未収入金 2,460,908,000

　　未収利息 701,876,891

　　前払金 660,000

　　前払費用 35,304,704

　流動資産合計 363,955,070,085

資産合計 363,955,070,085

負債の部

　流動負債

　　派生商品評価勘定 621,470

　　未払金 399,920,000

　　未払解約金 1,311,163,497

　流動負債合計 1,711,704,967

負債合計 1,711,704,967

純資産の部

　元本等

　　元本 301,625,320,317

　　剰余金

　　　剰余金 60,618,044,801

純資産合計 362,243,365,118

負債・純資産合計 363,955,070,085

（２）注記表

（重要な会計方針に係る事項に関する注記）

平成24年３月26日現在
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１．有価証券の評価基準及び評価方法 国債証券、地方債証券、特殊債券及び社債券

　移動平均法（買付約定後、最初の利払日までは個別法）

に基づき、時価で評価しております。

　時価評価にあたっては、金融商品取引業者等の提示する

価額、価格情報会社の提供する価額又は業界団体が公表

する売買参考統計値等で評価しております。

２．デリバティブの評価基準及び評価方法 債券先物取引

　個別法に基づき、時価で評価しております。

　時価評価にあたっては、金融商品取引所等の発表する計

算日の清算値段によっております。

　当ファンドにおける派生商品評価勘定は、当該先物取引

に係るものであります。

３．収益及び費用の計上基準 派生商品取引等損益の計上基準

　約定日基準で計上しております。

（貸借対照表に関する注記）

平成24年３月26日現在

１．担保に供している資産 先物取引に係る差入委託証拠金の代用として、次の有

価証券を差し入れております。

国債証券                    51,680,000 円

なお、上記の金額には、約定未受渡債券を含んでおりま

す。

２．計算日における受益権総数 301,625,320,317 口

３．１口当たり純資産額

（１万口当たり純資産額）

1.2010 円

（ 12,010 円）

（金融商品に関する注記）

金融商品の時価等に関する事項

平成24年３月26日現在

１．貸借対照表計上額、時価及び差額

　貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額は

ありません。
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２．時価の算定方法

（１）国債証券、地方債証券、特殊債券及び社債券

　「（重要な会計方針に係る事項に関する注記）」に記載しております。

（２）デリバティブ取引

　「（その他の注記）」の「３．デリバティブ取引関係」に記載しております。

（３）コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務

　短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっております。

３．金融商品の時価等に関する事項の補足説明

　金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価

額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提

条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

　また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額

又は契約上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではあ

りません。

（関連当事者との取引に関する注記）

平成24年３月26日現在

該当事項はありません。

（重要な後発事象に関する注記）

平成24年３月26日現在

該当事項はありません。

（その他の注記）

１．元本の変動

平成24年３月26日現在

中間計算期間の期首元本額 294,857,698,998 円

中間計算期間中の追加設定元本額 47,382,467,273 円

中間計算期間中の一部解約元本額 40,614,845,954 円

計算日の元本額 301,625,320,317 円

計算日の元本額の内訳

中央三井日本債券インデックスファンド 8,510,390,057 円

中央三井ＤＣ日本債券インデックスファンド 2,009,241,974 円

中央三井ＤＣ日本債券インデックスファンドＬ 21,869,007,042 円

中央三井ＤＣバランスファンド３０ 858,146,744 円

中央三井ＤＣバランスファンド５０ 874,147,448 円

中央三井ＤＣバランスファンド７０ 219,508,715 円

ベスタ・世界６資産ファンド（毎月決算型） 158,207,372 円

ベスタ・世界６資産ファンド（１年決算型） 96,554,747 円

中央三井日本債券インデックスファンド（ＳＭＡ専用） 5,014,244,831 円

新生・４分散ファンド 128,763,961 円

４資産インデックスバランスオープン（分配型） 39,512,755 円

４資産インデックスバランスオープン（成長型） 123,760,534 円

日本債券・株式バランスファンド（資産配分調整型） 211,294,254 円
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ＣＭＡＭ日本債券インデックスｅ 438,230,013 円

中央三井インデックスコレクション（国内債券） 1,770,243,008 円

中央三井インデックスコレクション（バランス株式３０） 840,336,716 円

中央三井インデックスコレクション（バランス株式５０） 805,930,084 円

中央三井インデックスコレクション（バランス株式７０） 315,043,775 円

中央三井バランスＶＡ３０（適格機関投資家専用） 9,729,934,660 円

中央三井バランスＶＡ５０（適格機関投資家専用） 30,834,663,300 円

中央三井ＶＡバランスファンド（株２５／１００）（適格機関投資家専用） 28,952,366,222 円

中央三井ＶＡバランスファンド（株５０／１００）（適格機関投資家専用） 1,554,233,333 円

中央三井ＶＡバランスファンド（株６０／１００）（適格機関投資家専用） 7,269,859,326 円

中央三井バランスＶＡ２５（適格機関投資家専用） 10,616,919,856 円

中央三井バランスＶＡ３７．５（適格機関投資家専用） 2,421,561,670 円

中央三井バランスＶＡ５０Ｌ（適格機関投資家専用） 23,985,823,961 円

中央三井バランスＶＡ７５（適格機関投資家専用） 241,863,898 円

中央三井ＶＡバランスファンド（株４０／１００）（適格機関投資家専用） 30,400,182,946 円

中央三井ＶＡポートフォリオ４０（適格機関投資家専用） 7,270,088,704 円

中央三井ＶＡポートフォリオ２０（適格機関投資家専用） 651,764,000 円

中央三井バランスＶＡ４０（適格機関投資家専用） 3,332,183,451 円

中央三井ＶＡバランス株式４０（適格機関投資家専用） 1,716,539,699 円

ＣＭＡＭ・バランスファンドＶＡ（適格機関投資家専用） 5,066,700,788 円

中央三井ＶＡバランスファンド２（株４０／１００）（適格機関投資家専用） 1,026,439,531 円

ＣＭＡＭ・ＶＡバランス５０－５０（適格機関投資家専用） 1,858,796,129 円

中央三井バランスＶＡ２０（適格機関投資家専用） 4,678,996,576 円

中央三井ＶＡファンド２５（適格機関投資家専用） 4,355,853,555 円

ＣＭＡＭ・バランスファンドＶＡ２（適格機関投資家専用） 6,567,577,551 円

中央三井バランスＶＡ２０Ｌ（適格機関投資家専用） 619,452,563 円

中央三井バランスＶＡ２５Ｌ（適格機関投資家専用） 4,075,213,232 円

ＣＭＡＭ・バランスファンドＶＡ３（適格機関投資家専用） 48,848,184,863 円

中央三井世界バランスＶＡ２５（適格機関投資家専用） 1,268,360,237 円

中央三井国内バランスＶＡ３０（適格機関投資家専用） 336,466,913 円

中央三井国内バランスＶＡ２５（適格機関投資家専用） 140,454,295 円

ＣＭＡＭ・ＶＡバランス２０－８０（適格機関投資家専用） 1,087,029,165 円

私募日本債券インデックスファンドＡＬ（適格機関投資家専用） 9,461,748 円

ＣＭＡＭ私募日本債券インデックスファンド（適格機関投資家専用） 18,403,680,036 円

中央三井世界バランスＶＡ２０（適格機関投資家専用） 22,104,079 円

２．有価証券関係

平成24年３月26日現在

該当事項はありません。

３．デリバティブ取引関係

Ⅰ．ヘッジ会計が適用されていないもの 

債券関連

区分

平成24年３月26日現在

種類 契約額等（円） 時価

（円）

評価損益

（円）うち１年超
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市場取引
債券先物取引

買　建 1,416,954,700― 1,418,100,0001,145,300

合計 1,416,954,700― 1,418,100,0001,145,300

（注）１．時価の算定方法

債券先物取引の時価については、金融商品取引所等の発表する計算日の清算値段で評価しておりま

す。

２．債券先物取引の残高は、契約金額ベースで表示しております。

Ⅱ．ヘッジ会計が適用されているもの

平成24年３月26日現在

該当事項はありません。

次へ
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２　ファンドの現況

原届出書の「第二部　ファンド情報」「第３　ファンドの経理状況」「２　ファンドの現況」につきまして

は、以下の内容に更新・訂正します。

＜更新・訂正後＞

　純資産額計算書　平成24年４月27日

Ⅰ　資産総額 6,805,815,850円

Ⅱ　負債総額 44,642,892円

Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ） 6,761,172,958円

Ⅳ　発行済口数 6,176,340,823口

Ⅴ　１口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ） 1.0947円

　　１万口当たり純資産額 10,947円

＜参考＞

　マザーファンドの現況（平成24年４月27日）

　純資産額計算書

（日本債券マザーファンド）

Ⅰ　資産総額 371,274,838,378円

Ⅱ　負債総額 3,944,850,839円

Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ） 367,329,987,539円

Ⅳ　発行済口数 303,860,360,508口

Ⅴ　１口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ） 1.2089円

　　１万口当たり純資産額 12,089円
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第三部【委託会社等の情報】

第１【委託会社等の概況】

１　委託会社等の概況

原届出書の「第三部　委託会社等の情報」「第１　委託会社等の概況」「１　委託会社等の概況」につきま

しては、該当情報を以下の内容に訂正します。

（注）下線部　　　　は訂正部分を示します。

＜訂正前＞

（１）資本金の額

本書提出日現在の資本金の額：３億円

会社の発行可能株式総数： 24,000株

発行済株式総数： 6,000株

最近５年間における資本金の額の増減：なし

（２）委託会社の機構

（中略）

②　投資運用の意思決定機構

（中略）

委託会社の機構は平成24年４月１日現在（予定）のものであり、今後変更となる場合があります。

＜訂正後＞

（１）資本金の額

本書提出日現在の資本金の額：３億円

会社の発行可能株式総数： 12,000株

発行済株式総数： 3,000株

最近５年間における資本金の額の増減：なし

（２）委託会社の機構

（中略）

②　投資運用の意思決定機構

（中略）

委託会社の機構は本書提出日現在のものであり、今後変更となる場合があります。

２　事業の内容及び営業の概況

原届出書の「第三部　委託会社等の情報」「第１　委託会社等の概況」「２　事業の内容及び営業の概況」

につきましては、該当情報を以下の内容に訂正します。

（注）下線部　　　　は訂正部分を示します。

＜訂正前＞

（前略）

平成24年１月31日現在、住信アセットマネジメント株式会社が運用の指図を行っている証券投資信託は

次のとおりです（ただし、親投資信託を除きます。）。

本数（本） 純資産総額（百万円）

追加型株式投資信託 165 1,266,156

追加型公社債投資信託 0 0
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単位型株式投資信託 0 0

単位型公社債投資信託 0 0

合計 165 1,266,156

（ご参考）平成24年１月31日現在、中央三井アセットマネジメント株式会社が運用の指図を行っている

証券投資信託は次のとおりです（ただし、親投資信託を除きます。）。

本数（本） 純資産総額（百万円）

追加型株式投資信託 138 2,407,981

追加型公社債投資信託 0 0

単位型株式投資信託 5 639

単位型公社債投資信託 0 0

合計 143 2,408,580

＜訂正後＞

（前略）

平成24年4月27日現在、委託会社が運用の指図を行っている証券投資信託は次のとおりです（ただし、親

投資信託を除きます。）。

本数（本） 純資産総額（百万円）

追加型株式投資信託 298 3,745,320

追加型公社債投資信託 0 0

単位型株式投資信託 5 675

単位型公社債投資信託 0 0

合計 303 3,745,995

次へ
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５　その他

原届出書の「第三部　委託会社等の情報」「第１　委託会社等の概況」「５　その他」につきましては、該

当情報を以下の内容に訂正します。

（注）下線部　　　　は訂正部分を示します。

＜訂正前＞

（１）定款の変更

当会社の定款の変更に関しては、株主総会の決議が必要です。

（２）訴訟事件その他の重要事項

当社は平成24年４月１日に中央三井アセットマネジメント株式会社と合併し、商号を三井住友トラスト

・アセットマネジメント株式会社に変更する予定です。

＜訂正後＞

（１）定款の変更

当社は、平成24年4月1日に中央三井アセットマネジメント株式会社と合併し、商号を三井住友トラスト

・アセットマネジメント株式会社に変更しました。

（２）訴訟事件その他の重要事項

本書提出日現在、訴訟事件その他委託会社及びファンドに重要な影響を及ぼした事実及び重要な影響を

及ぼすことが予想される事実は生じておりません。
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第２【その他の関係法人の概況】

１　名称、資本金の額及び事業の内容

原届出書の「第三部　委託会社等の情報」「第２　その他の関係法人の概況」「１　名称、資本金の額及び

事業の内容」につきましては、該当情報を以下の内容に訂正します。

（注）下線部　　　　は訂正部分を示します。

＜訂正前＞

（１）受託会社

①　名称　　　：三井住友信託銀行株式会社

②　資本金の額：342,037百万円（平成24年４月１日現在（予定））

③　事業の内容：銀行法に基づき銀行業を営むとともに、「金融機関の信託業務の兼営等に関する法律」に

基づき信託業務を営んでいます。

（２）販売会社

名称
資本金の額（百万円）

（平成23年９月末日現在）
事業の内容

三井住友信託銀行株式会社※ 342,037※

銀行法に基づき銀行業を営むとともに、

「金融機関の信託業務の兼営等に関する

法律」に基づき信託業務を営んでいます。

ＳＭＢＣ日興証券株式会社 10,000
「金融商品取引法」に定める第一種金融

商品取引業を営んでいます。

※資本金の額は平成24年４月１日現在（予定）です。

＜訂正後＞

（１）受託会社

①　名称　　　：三井住友信託銀行株式会社

②　資本金の額：342,037百万円（平成24年４月１日現在）

③　事業の内容：銀行法に基づき銀行業を営むとともに、「金融機関の信託業務の兼営等に関する法律」に

基づき信託業務を営んでいます。

（２）販売会社

名称
資本金の額（百万円）

（平成23年９月末日現在）
事業の内容

三井住友信託銀行株式会社※ 342,037※

銀行法に基づき銀行業を営むとともに、

「金融機関の信託業務の兼営等に関する

法律」に基づき信託業務を営んでいます。

ＳＭＢＣ日興証券株式会社 10,000
「金融商品取引法」に定める第一種金融

商品取引業を営んでいます。

※資本金の額は平成24年４月１日現在です。
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独立監査人の中間監査報告書

平成２４年５月２５日

三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社

取　　締　　役　　会 御中

有限責任監査法人　ト　ー　マ　ツ  

 
指定有限責任社員
業務執行社員 公認会計士 松　崎　雅　則 印

 
指定有限責任社員
業務執行社員 公認会計士 山　田　信　之 印

　当監査法人は、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、

「ファンドの経理状況」に掲げられている中央三井日本債券インデックスファンド（ＳＭＡ専

用）の平成２３年９月２７日から平成２４年３月２６日までの中間計算期間の中間財務諸表、

すなわち、中間貸借対照表、中間損益及び剰余金計算書並びに中間注記表について中間監査を

行った。

中間財務諸表に対する経営者の責任

経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準

拠して中間財務諸表を作成し有用な情報を表示することにある。これには、不正又は誤謬による

重要な虚偽表示のない中間財務諸表を作成し有用な情報を表示するために経営者が必要と判断

した内部統制を整備及び運用することが含まれる。

監査人の責任

当監査法人の責任は、当監査法人が実施した中間監査に基づいて、独立の立場から中間財務諸

表に対する意見を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認めら

れる中間監査の基準に準拠して中間監査を行った。中間監査の基準は、当監査法人に中間財務諸

表には全体として中間財務諸表の有用な情報の表示に関して投資者の判断を損なうような重要

な虚偽表示がないかどうかの合理的な保証を得るために、中間監査に係る監査計画を策定し、こ

れに基づき中間監査を実施することを求めている。

中間監査においては、中間財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するために年度

監査と比べて監査手続の一部を省略した中間監査手続が実施される。中間監査手続は、当監査法

人の判断により、不正又は誤謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づい

て、分析的手続等を中心とした監査手続に必要に応じて追加の監査手続が選択及び適用される。

中間監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、当監査法人

は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な中間監査手続を立案するために、中間財務
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諸表の作成と有用な情報の表示に関連する内部統制を検討する。また、中間監査には、経営者が

採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も含め中間財

務諸表の表示を検討することが含まれる。

当監査法人は、中間監査の意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断

している。

中間監査意見

　当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務

諸表の作成基準に準拠して、中央三井日本債券インデックスファンド（ＳＭＡ専用）の平成２

４年３月２６日現在の信託財産の状態及び同日をもって終了する中間計算期間（平成２３年９

月２７日から平成２４年３月２６日まで）の損益の状況に関する有用な情報を表示しているも

のと認める。

利害関係

　三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行

社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以　上　

※　１．上記は、当社が、中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が

別途保管しております。

　　２．中間財務諸表の範囲にはＸＢＲＬデータ自体は含まれておりません。
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